職員基本条例
特徴
第一前提
１　準特別職を新設　政権が変わった時に、選挙で当選した首長が、主権者に支持された政策を直ちに実行することが可能な行政体制を整備。特定の管理職は職員の内外を問わず、年齢、性別を問わず期限付職員として採用。
↑
政策決定に関与＝政治
２　年功序列型昇任・昇給制度から能力・職責・業績を反映した昇任・昇給制度への転換
↑
公務員という身分から職業へ
３　懲戒・分限制度を条例で明文化し、議会のチェック機能を高める。
４　組織改廃に基づく分限処分を条例により明文化（４号分限）
５　天下りの全面禁止
６　人事監察制度新設（首長の補助機関）
７　地方公務員法に反しない範囲で条例化
但し、地方自治の本旨である団体自治は、本来、それぞれの地方自治体が地方に遭った組織を形成すべきであって、法律による拘束は避けるべき。
内容
第１章　目的　地方公務員法第５条に基づく条例であることを明記
第２章　職員の定義
準特別職＝任期付職員（首長のスタッフとして位置づけ）
第３章　人事の原則
１　人事評価制度を改革
２　外部有識者によるチェック
３　人材を国内外に求め、官民を問わず専門性のある人材を確保
４　情報公開
第４章　任用
１　広く人材を求め、交流人事を進める
２　能力主義
３　中途採用の実施
第５章　人事評価
１　人事評価は能力・実績・総合評価で任命権者及び任命権者が指定した上級の職員が行う。
２　５段階評価
第６章　給与その他の勤務条件
１　わたり制廃止
２　同一賃金同一労働の原則
３　財政状況を考慮
４　勤怠管理の厳格化
第７章　人件費・定数管理
第８章　懲戒・分限処分に関する運用
１　法29条４項に基づき定める。
２　監督責任
３　懲戒処分の公表
４　分限処分及びその手続き
・研修の実施
・人事監察委員会の審査
・人事委員会の不服申立
５　職務命令違反同一事由３回免職、別の事由５回免職
６　組織改廃に基づく分限処分
一　議会の議決又は審議
二　被処分者の勤務成績・年数その他の事項を公正に判断
三　配置転換の努力　但し、職種転換は厳しく
四　人事監察委員会の審査
五　定年前希望退職を募る
六　再就職支援
七　民営化による免職については、前二、三は適用せず
八　一部事務組合化等による免職については、前二乃至六を適用せず
第９章　再任用
第10章　天下り
１　天下りの根絶
２　再就職禁止法人等への再就職の禁止
３　再就職のあっせん原則禁止（あっせんは人材バンクへ一元化）
４　再就職者による依頼等の規制
第11章　人事監察委員会
第12章　最高規範性
